
 

【窓口周知用】 

 

【屋外広告物の協議】 

玉名市景観条例及び玉名市景観計画において、屋外広告物を届出対象としているのは「景観形成推進地区」と「特定施設届出地区」です。 

ただし、熊本県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置は、景観法施行令第１０条第４号により、景観法の

届出は不要とされています。 

 しかし、玉名市が景観行政団体になったことに伴い、屋外広告物の景観上の協議を玉名市と行った上で、熊本県（玉名地域振興局維持管理調整課）に熊本

県屋外広告物条例に基づく届出を行っていただくようお願いいたします。 

 

    【問い合わせ先：玉名市役所 都市整備課 TEL ０９６８－７５－１１２２】 

 

 

【１】地区区分はどこか？

①景観形成推進地区

・高瀬裏川地区

・新玉名駅周辺地区

・山田日吉神社周辺地区

・石貫安世寺地区

②特定施設届出地区

※玉名市景観計画参照

【２】熊本県屋外広告物条例に基
づく届出対象であるか？

※「熊本県屋外広告物のしおり」及
び「規制概要図」参照

※問い合わせ先：

玉名地域振興局 維持管理調整課

０９６８－７４－２１４３

【３】玉名市との協議

提出様式：

県に提出する書類 ２部（県様式）

玉名市長宛の協議依頼書（鑑）１部

（任意様式）

【４】熊本県への届出

届出書に玉名市と協議
済みの旨を記載し、申請
者に返却。それを持って
熊本県へ屋外広告物の届
出するよう伝える

【３】玉名市に対して 

景観法に基づく届出 ＮＯ 

ＹＥＳ 


